
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

千円

603,570

　　計　　Ｂ

千円

一人当たり

435,296

　　　　　千円 千円

72

給　 料 職員手当

239,173 30,608

千円

期末・勤勉手当

21.621.1

5,122

給与費 B/A

5,914

一人当たり給与費

別紙３

区分 住民基本台帳人口

　　　　　（19年度末）

勝浦町の給与・定員管理等について

人 件 費人 件 費 率

　　　　　　Ａ

歳 出 額

１９年度 　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

（参考）

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

実 質 収 支

　　　　　　Ｂ 18年度の人件費率

%

368,79599,014

区分 職員数

１９年度 人

６，２２５人　

　　　　　　Ａ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

2,859,181

（参考）町村（Ⅱ－０）平均

千円

(H15）
95.7

(H15)
95.6

(H15)
96.5

90

95
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（５）給与改定の状況 （本町は、人事委員会を設置していないため、この項目については、記載していません。）
①月例給

　　　　　

②特別給

　　　　　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）
　　①一般行政職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

　　②技能労務職

職 員 数
平均給
与月額

平均給
与月額

（Ａ） 国べース （B）
19 281,554 269,574

6 259,433 256,033

5 316,380 307,280

520 390,255 368,137
4,784 - 320,623
7 320,875 317,202

年収ベース（試算値）の比較

民間（Ｄ）

3,034,800

3,227,400

301,039

Ｃ/Ｄ

222,000

225,900用務員

284,679

1.17

1.4

区　　分

勝浦町

平均年齢

43.7徳島県

43.6
41.1

50.42

348,999
325,113

431,898
304,847

―

○年度 月

365,962

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　　務　　員

平均給料月額

253,867

291,180

45.5調理師

53.9

335,603

公務員（Ｃ）

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成１６年～平成18年の３カ年平均）

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

331,485

387,506
391,069

4.50

（国ベース）

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平均給料月額 平均給与月額

326,969 365,734

260,047

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民　　間

357,592

　　　Ａ/Ｂ
対応する民間
の類似

職種

平均年齢 平均給与月額

　　　　参　考　

48.4
48.9

う ち学校給食員 4,196,361

5,209,385

国

う ち 用 務 員

勝浦町

う ち ○ ○ ○ ○

49.8

参　　　考

1.38

1.61

う ち 用 務 員

区　　分

類似団体

※年収ベースの｢公務員（Ｃ）｣及び｢民間（Ｄ）｣のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

徳島県

53.4

う ち ○ ○ ○ ○

区　　分 平 均 年 齢

39.9勝浦町

う ち学校給食員

A A-B
公務員給与

％
0

較差

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。

（参考）

％円○年度

月

勧　告公務員の 国　の　年　間
支　給　月　数

年間支給月数

月月
A-B （改定月数）

月

平均給与月額

月

（参考）
国　の　改　定　率給　与　改　定　率

区
分

（改定率）
勧　告較差

人事委員会の勧告
民間給与

B

区
分

（本町は、人事委員会を設置していないため、この項目については、記載していません。）

類似団体

50.83

国

円
（　　　　　　　％）

割合　　　　　　A 支給月数　　　B
民間の支給

人事委員会の勧告

％円
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　　③教育職 （本町は、該当者がいないため、記載していません）

歳 円 円
歳 円 円
歳 円 円

④税務職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

⑤医師・歯科医師職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

⑥薬剤師・医療技術職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

⑦看護・保健職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

　　⑧福祉職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　
　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再
　　　　計算したものである。

353,240

平均給与月額

318,666

396,055
―

340,450
321,089

338,951

（国ベース）

309,818
（国ベース）

283,607

―

平均給与月額

323,485
284,331

411,743

平均給料月額

305,180

388,013

305,273

349,823

44.4

区　　分

平 均 年 齢

328,286
326,116

類似団体 44.1

（国ベース）

316,082 337,758

405,270
369,887

454,485
―

367,175

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

類似団体

1,007,306

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

類似団体 47.7 1,432,302827,954

783,258
国 46.6 472,170 ― 709,828

都道府県 43.7

341,417

678,300勝浦町 51.8 468,275 985,500
（国ベース）

434,714

平均給与月額 平均給与月額

448,758

（国ベース）

366,762
―

298,962
393,026

平均給与月額平均給与月額

勝浦町 39.6 276,956 299,637

国

国

都道府県
国 40.2

44.1

類似団体

平 均 年 齢

勝浦町 50.0

44.2
42.5

勝浦町

区　　分 平均給与月額

41.7

平均給料月額平 均 年 齢

平 均 年 齢 平均給料月額

411,743

平均給与月額

380,421277,783

313,090
382,214国

類似団体

区　　分

910,950

勝浦町

37.8
都道府県 39.5

都道府県

都道府県

勝浦町

41.3

平均給料月額

459,581

37.2

類似団体
徳島県

区　　分
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（2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 －
円 円 －

円 円 －

円 円 －

円 円 －

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（19年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

一般行政職
140,100140,100

141,900

高等学校教育職

技能労務職 高　校　卒

区　　　　　分 勝浦町 国徳島県

140,100
高　校　卒
大　学　卒

133,100

172,200
144,500
178,800 172,200

経験年数２０年

該当者はありません

336,500

268,300

222,100

308,100

306,100

該当者はありません

225,600

中　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

経験年数１０年

254,400

190,300

経験年数１５年

技能労務職

一般行政職

中　学　卒 該当者はありません

高　校　卒

大　学　卒

該当者はありません

区　　　　分

小中学校教育職

大　学　卒

高　校　卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（20年４月１日現在）

（注）１　勝浦町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　（注）平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）　　　　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

課長補佐,係長の職務又は同程度の職務

　　　　　　　　％
10.6

17.0

　　　　　　　　人

8

8 17.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人
5

9
　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

19.2
　　　　　　　　％

　　1　　級

区　　分 標準的な職務内容

主事，主事補，書記の職務又は同程度の職務

構成比
　　　　　　　　％

職員数

　　　　　　　　％

17.08

19.2

一律昇給（人事評価が未実施であるため、昇給区分に差を設けなかった。）

　 ５　　級

9

主事の職務又は同程度の職務　　2　　級　

　 ４　　級

　 ６　　級

　 ３　　級 係長,主事の職務又は同程度の職務

課長補佐の職務又は同程度の職務

　　　　　　　　人
理事,参事,課長の職務又は同程度の職務

１級
17.0%

１級
18.0% １級

1.7%

２級
19.2%

２級
20.0%

２級
15.3%

３級
19.2%

３級
18.0%

３級
15.3%

４級
10.6%

４級
6.0%

４級
6.8%

６級
17.0%

６級
16.0%

６級
15.3%

７級

７級
23.6%

８級

８級
18.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

5級　19.3％５級　22％
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４　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円
（1９年度支給割合） （1９年度支給割合） （1９年度支給割合）
期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 　  勤勉手当

3.0  月分 1.50  月分 3.0 月分 1.50 月分 3.0  月分 1.50 月分
（ 1.6 ）月分 ( 0.750 ）月分 1.6 ）月分 ( 0.750 ）月分 （ 1.6 ）月分 ( 0.750 ）月分
（加算措置の状況（２０年４月１日現在） （加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
行政職給料表 役職加算 　５～２０％ 役職加算　　５～２０％
職務の級３級の職員　　　　　　　　　１００分の５ 管理職加算 　２３～２５％ 管理職加算　　１０～２５％
職務の級４級および５級の職員　　１００分の１０
職務の級６級の職員　　　　　　　　　１００分の１５
特別職　　　　　　　　　　　　　　　　　１００分の１５

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般職）

（2) 退職手当（20年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分
勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分
勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分
最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置　　　 定年前早期退職特例措置 　　
（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　 千円 26,644 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当 (　この手当については、本町は該当ありません。）
（20年４月１日現在）

千円
千円

％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％

(２２年度の制度完成時）

％ ％
％ ％
％ ％
％ ％
％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                                          
　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。       

 (4) 特殊勤務手当（20年４月１日現在）
千円
　円
　％

0

支給対象地域

支給実績（18年度決算）

国

支給率

―

支給実績（１９年度決算）

12.5

0

国徳　　　　島　　　　　県

国の制度（支給率）

一律支給（人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず一律の支給を行った。）

１人当たり平均支給額（1９年度）
1,490

216
24,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

1,886

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

支給対象地域

支給率

勝　　　浦　　　町

勝　　　　浦　　　町　　　

１人当たり平均支給額（1９年度）

国の制度（支給率）支給対象職員数
支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）
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 (5) 時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

（6) その他の手当（20年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（20年４月１日現在）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
７３５，０００円×43.5/100×在職月数 １５，３４６，８００円 任期毎
５８８，０００円×25.75/100×在職月数 　７，２６７，６８０円 任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

市 区 町 村 長

87,442

持ち家につ
いて５年以
上について
も支給

2,274

千円

251

異なる内容 （1９年度決算）

13,518支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

国の制度

備　　　　考

副 市 区 町 村 長

収 入 役

市 区 町 村 長

　　（20年度支給割合）

439,211

異
支給区分及
び手当金額

千円3,660

千円

10,515

異

同

国の制度と

263

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ）

平均支給年額

千円

74,700

273,000

3.3

273,000

　　（20年度支給割合）

退
職
手
当

との異同

309,250

（19年度決算）

支給職員１人当たり

支給区分及
び手当額等

同

手　当　名 内容及び支給単価

14,724

支給実績

扶養手当

給

料

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支
給時間外勤務１時間につき・・・当該職員の
時間単位×１００分の125（２２時から翌日５時
までの場合は１００分の１５０）年末年始の休
日（１月１日～３日、１２月２９日～３１日）当該
職員の時間単位×１００分の１５０（２２時から
翌朝５時までの場合は１００分の１７５）

588,000

異

異

529,200

588,000
735,000

報

酬

議 長

副 議 長

市 区 町 村 長

副 議 長

議 員

議 長

3.3

195,000
195,000

議 員

期
末
手
当

収 入 役
副 市 区 町 村 長

副 市 区 町 村 長
収 入 役

234,000

管理職手当

配偶者　月　１３，０００円　その他６，５００円
（扶養親族たる子のうち１５歳～２２歳の者は、
５，０００円加算）

通勤距離（片道）が2ｋｍ以上の職員に支給
通勤距離に応じ、月４，２００円～月１８，６００
円

管理又は監督の地位にある管理職員に対し
て支給　平成１９年４月から役職に応じた定
額支給に変更

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ）

通勤手当

自己所有の家に居住するか借家等に居住
し、家賃を払っている職員に支給　借家等居
住①月額２３，０００円以下の家賃を支払って
いる職員・・・家賃の月額から１２，０００円を控
除した額②月額２３，０００円を超える家賃を
支払っている職員・・・家賃の月額から２３，０
００円を控除した額の２分の１（その控除した
額の２分の１が１６，０００円を超えるときは、１
６，０００円）に１１，０００円を加算した額

234,000

住居手当

時間外勤務手当

区 分

産業教育手当

宿日直勤務手当

宿日直勤務をした職員に支給
本庁　１回　４，０００円
病院　１回　　７，３００円
医師　１回　２０，０００円

給 料 月 額 等

支給区分及
び手当金額

4,831

262,928千円

千円

14,724

811,000

673,000

220,000

3,896 73,509千円

321,000

285,000

364,000

263,000

（参考）類似団体における最高／最低額

363,000

464,000

162,900

135,800
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６　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数 　　　　　　　 人
人）

人口1万人当たり職員数 　　　　　　　 人
人）

人口1万人当たり職員数 　　　　　　　 人
（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

　

28歳

～

31歳
人

9

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 （一般行政部門職員）

人 人 人 ％

71 65 6 8

（参考）勝浦町行政改革推進プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

1151
人人

9

主 な 増 減 理 由

計
59歳

職 員 数

2

　　　　　　　　区　　分

部 門

対前年
増減数

[           ］

56歳

△1
＜参考＞

△1

△3

△2

＜参考＞

＜参考＞

会計間の異動による減

94.78
（類似団体の人口１万人当たり職員数 119.3

△2

退職不補充

61

72

11

24歳

計

消防部門

20歳

小　計

合　　計

公
営会
企計
業部
等門

区　分
未満

20歳 60歳

～ ～ ～

52歳48歳

人
6 111111 16

人 人人 人

平 成 21 年 3 月 31 日

始　期

職員数 職員数

計画期間

平成17年4月1日 平成22年4月1日

平 成 16 年 4 月 1 日

4644

46

69

12

終　期

10

普
通
会
計
部
門

61

59

小　計

一
般
行
政
部
門
教育部門

59

平成1９年 平成20年

27歳23歳
人 人

職員数
2

～

1

（類似団体の人口１万人当たり職員数

35歳

数値目標

看護師１名増ほか

～

115

26

43歳 47歳

40歳

～

44歳

純減数 純減率

１５％の純減

55歳
人人

以上51歳
人

184.74

～

39歳

[      155      ］

110.84

116

2

146.89

～

[      155       ］

32歳

～

36歳

44

0

5

10

15

20

25

30

構成比

５年前の構成
比

%
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②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　病院事業
  ① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（19年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円
（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円　
（1９年度支給割合） （19年度支給割合）
期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　期末手当 勤勉手当

3.0  月分 1.50  月分 3.0 月分 1.50  月分
（ 1.6 ）月分 （ 0.750 ）月分 （ 1.6 ）月分 （ 0.750 ）月分
（加算措置の状況（20年４月１日現在） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
行政職給料表 行政職給料表
職務の級３級の職員　　　　　　　　　１００分の５ 職務の級３級の職員 　　　　　　　　１００分の５
職務の級４級および５級の職員　　１００分の１０ 職務の級４級および５級の職員 　１００分の１０
職務の級６級　　　　　　　　　　　　　１００分の１５ 職務の級６級 　　　　　　　　　　　　１００分の１５
医療職給料表（1）（医師）
職務の級1級の職員　　　　　　　　　１００分の５
職務の級２級の職員　　　　　　　　１００分の１０
職務の級３級及び４級の職員並びに５級の職員　　　１００分の１５
医療職給料表（2）（検査技師等医療技術職）
職務の級３級及び４級の職員　　　１００分の５
職務の級５級の職員　　　　　　　　１００分の１０
職務の級６級の職員　　　　　　　　１００分の１５
医療職給料表（３）（看護師等）
職務の級３級の職員　　　　　　　　　１００分の５
職務の級４級及び５級の職員　　　１００分の１０

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

41
　　　　（　　％）

1,255,593

1９年度

520,928316,58444.9

千円

1減

41

1,561

○　　　年１７年 １８年 19　　年

44.5

　　　　　　　　　区　　分

部 門
71職員数一般行政

計画始期

42

職員数
増 減
職員数公 営 企 業

Ａ  

291,607

千円

団体平均（事務職
員 ）

44.3 355,301

565,450

Ｂ　

118

40.0

43.3

千円　

団体平均（看護師） 37.3

１９年度

830,776

期末・勤勉手当職員手当

１年目

5減
66

教　育
増 減

増 減
12職員数

消　防

64
計 数値目標

21年～21年 （参考）

118―

65―
　100　（　　％）

2　年　目

2減

○　年　目

18年度の総費用に占職員給与費比率
総費用に占める

　100　（　　％）

区　　分

50.8

職員数

　　　　　　区　　分 基本給 平均月収額

　　　質収支

118
増 減

総費用 純損益又は実

計

　　　　　　Ｂ／Ａ

平　均　年　齢

70,251
　　　　　千円

44 174,817
人 千円

％

区　　分

職員数
7減

41

125
増 減等 会 計

11

1減 　　100　（　　％）

11

―

一人当たり

11

―

―
　100　（　　％）

（参考）市町村病院事業平均

470,546

一人当たり給与費　　　　給与費 　　B/A

6,389
千円

6,947
千円

281,154

1,314,681

　　計　　Ｂ

40.5勝浦町（病院事務）

団体平均 （医師）

勝浦町（病院全職
員 ）

1,490
１人当たり平均支給額（１９年度） １人当たり平均支給額（19年度）

勝浦町（病院分）

事 業 者

勝浦町 （一般行政職・団体平均等）

％
50.4 51.2

574,223

310,183

313,805

549,136

472,335

489,913

める職員給与費比率

勝浦町（看護師）

勝 浦 町 （ 医 師 ）

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

11,556 419,235

36,086

472,900

給　 料　　　　　　Ａ

千円　　　　　千円
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イ　退職手当（20年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分
勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分
勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分
最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置　　　 定年前早期退職特例措置 　　
（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　(19年度は、支給実績なし） ） （退職時特別昇給 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１人当たり平均支給額　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 26,644 千円
（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当
（20年４月１日現在） (　この手当については、本町は該当ありません。）

千円
   円

％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％
％ ％
％ ％
％ ％
％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。                                                                                    

エ　特殊勤務手当（20年４月１日現在）
千円
　円
　％

オ　時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

0
支給実績（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）
一般行政職の制度（支給率）

0

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 55.6

310,208

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

手当の種類（手当数）

月額５０，０００円

左記職員に対する支給単価
月額８０，０００円院長手当 院長

支給実績（19年度決算）

主な支給対象業務

7,755

看護師全員 夜勤
看護師危険手当 看護師全員 看護業務

１回３，４００円

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ） 6,952
職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ） 193
支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ） 4,876

夜間介護手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ） 148

月額３，０００円

勝　　　　浦 　　町　　　

医師危険手当 医師全員

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

月額３０，０００円
月額３０，０００円

勝浦町 （一般行政職・団体平均等）

副院長手当 副院長

医師研修手当 医師全員

手当の名称 主な支給対象職員

月額８，０００円
月額５，０００円

主任看護師手当 主任看護師
検査技師危険手当 検査技師 検査業務

月額１０，０００円診療放射線技師危険手当 診療放射線技師 レントゲン業務
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カ　その他の手当（２０年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円

④定員管理の数値目標及び進捗状況
ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％
42 42

（参考）勝浦町行政改革集中プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
    →6(3)②を参照

 (2)　△△事業

　　病院で５％の減

職員数

平 成 16 年 4 月 1 日 平 成 21 年 4 月 1 日

職員数

計画期間
数　値　目　標

始　期 終　期

純減率純減数平成17年4月1日 平成22年4月1日

平均支給年額一般行政職の制度と
の異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （19年度決算）

支給職員１人当たり支給実績
手　当　名 内容及び支給単価 （19年度決算）

扶養手当
配偶者　月　１３，０００円　その他６，５００円
（扶養親族たる子のうち１５歳～２２歳の者は、
５，０００円加算）

住居手当

自己所有の家に居住するか借家等に居住
し、家賃を払っている職員に支給　借家等居
住①月額２３，０００円以下の家賃を支払って
いる職員・・・家賃の月額から１２，０００円を控
除した額②月額２３，０００円を超える家賃を
支払っている職員・・・家賃の月額から２３，０
００円を控除した額の２分の１（その控除した
額の２分の１が１６，０００円を超えるときは、１
６，０００円）に１１，０００円を加算した額

千円 206,400

千円

同 2,064

120,583同 1,447

通勤手当
通勤距離（片道）が2ｋｍ以上の職員に支給
通勤距離に応じ、月４，２００円～月１８，６００
円

同

時間外勤務手当

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支
給時間外勤務１時間につき・・・当該職員の
時間単位×１００分の125（２２時から翌日５時
までの場合は１００分の１５０）年末年始の休
日（１月１日～３日、１２月２９日～３１日）当該
職員の時間単位×１００分の１５０（２２時から
翌朝５時までの場合は１００分の１７５）

456,570

2,641 千円 91,069

管理職手当
管理又は監督の地位にある管理職員に対し
て支給　平成１９年４月から役職に応じた定
額支給に変更

同

   　 宿日直手当

宿日直勤務をした職員に支給　　　本庁　１
回　４，９００円（平成１８年６月分から平成１９
年３月分まで４，０００円に削減）
病院　１回　　７，３００円　　　　　　　　医師　１
回　２０，０００円

同

     夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後１０時から翌日午
前５時までの間勤務が割り振られた職員に支
給　時間外勤務１時間につき・・・当該職員の
時間単位×１００分の25

同

同 6,952 千円

316,334

2,156 千円 113,485

千円

193,099

913 千円

13,919
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